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農業用水の現状

【濃尾用水地区の現状】

（経過）

・昭和３４年に当初許可され、現行の水利使用許可は平成９年に同意。

・現在、協議審査継続中。

（審査項目・内容）

・用水計画諸元：面積、単位用水量、営農・土地利用、作付け期等変更

・水田初期用水：算定方式

・地区内利用：実態からのブロック別、期別の設定

・濃尾用水地区は都市化・混住化により農地は減少し、受益面積は昭和49年より30年

間で約6,200haが減少し、10,514haとなっているが、取水総量は増加傾向であり、特に

水路の末端地区においては、平常時においても番水や応急ポンプによる再利用を実

施している現状にある。その要因として減水深の増大等や配水管理用水が考えられ、

現在、変更の用水計画の必要水量算定根拠等について協議を行っている。
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農業用水の現状

【農地面積の減少と取水量の関係】

○農地面積の減少はスプロール的（虫食い的）なものであり、水路維持用水等の配水管理用水

が必要 →要因①

○農地面積の減少に伴う地下水補給源の減少等により、かんがい期間中、農地からの地下水

補給源の負担が増大 →要因②

○非かんがい期の地下水位低下を回復させるための、かんがい初期用水が大量に必要

→要因③

○営農形態の変化に伴い従来より用水補給期間が長くなるとともに、圃場整備の進展（用排水

分離、乾田化）にともなう減水深の増加、反復利用の減少により用水量の増大 → 下図

○地区内河川等からの用水供給能力の低下

（主な要因）

営農形態の変化

兼業化等、農業構造の変化

良質米生産を志向

代掻き期の集中によるピーク用水量の増大

中干し

乾田化

用排分離

圃場整備の進展

減水深の増大

反復利用の減少

生産性向上の要請

出典：東海農政局資料
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農業用水の現状

要因① 農地面積が減少となっても都市化・混住化のため、田への水の供給のために
は、一定の水深（水量）が必要。（全体水路延長は約40,000kmあり、末端水路ま
で水を供給する必要がある）

要因② 農地面積が減少となっても都市化・混住化により、面積当たりの地下水の浸透
量が増えているため、一定の水量が必要。

農地面積の
減少

（横浸透）
（縦浸透）

農地面積の
減少

配水管理用水配水管理用水
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農業用水の現状

地下水位の経年変化と取水量 ：一宮市高田と犬山頭首工
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地下水涵養

水田初期用水

要因③水田に水を保持するためには地下水位を上昇させなければならない。そのため、

水田初期には大量の地下水位への涵養が必要。

昭和４０年代と比べると、非かんがい期の地下水位は上昇しているが、

近年は一定しており、地表からの必要涵養量は変わっていない。

出典：東海農政局資料
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参考：土地利用の変化（濃尾用水給水エリア内）

●昭和50年代 ●現代

一宮市

名古屋市

犬山頭首工
岐阜市

大垣市

ＧＩＳデータより作成 ＧＩＳデータより作成

■ 解放水面

■ 水田

■ 都市集落

■ 畑地

■ 林地等

濃尾用水の

給水エリア

一宮市

名古屋市

岐阜市

大垣市
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参考：取水状況

【農業用水の取水状況】
・水利権はかんがい期、非かんがい期等の期別パターンで設定
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出典：東海農政局資料
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参考：農業がもつ多面的機能

【多面的機能の種類】
（１）地下水涵養機能（地下水維持、水資源の涵養）

・水田かんがいは、地下水維持や河川水などの水源涵養を行っている。

・地下水や河川への還元により、地盤沈下防止や河川涵養の維持に役立っている。

（２）河川流況安定及び河川環境保持機能（河川還元機能、水循環機能）

・都市近郊における水質悪化の著しい中小河川の浄化用水として河川環境の保持に寄与する。

（３）農村地域、都市近郊地域の環境保全機能及び親水機能並びに地域機能

・水田かんがい用水は、用水路・排水路・河川への流出などの過程を経ることにより、水質浄化、

自然生態系の保全に機能している。

・水田による温度環境緩和機能があり、地域の環境保全に機能している

（４）水田による降雨の流出緩和により洪水防止・軽減機能

・降雨を水田域に一時的に貯留・遊水機能があり、河川域への流出緩和により洪水の防止・軽

減機能がある。

（５）水田による土壌侵食・流亡防止機能

・水田は、土壌侵食・流亡等の防止など国土保全に寄与している。
出典：東海農政局資料
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参考：用排水分離

【用排水分離】

・地下水位を調整することができるため、汎用化・乾田化による省力機械化や水田と畑

の選択利用が可能となる。

・用水への雑排水混入等による水質悪化が解消される。

・用排水が分離されることにより、反復利用が困難となる。

出典：日本の水資源

第8回木曽川水系
流域委員会 資料-6-1



9

参考：乾田化後の減水深

【乾田化後の減水深の増加】

・全国各地における圃場整備事業計画において採用された乾田化後の計画蒸発散

浸透量の平均は1.23の増加率である。

出典：農業土木ハンドブック
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参考：実績取水状況

【濃尾用水地区における取水状況】
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出典：東海農政局資料

・濃尾用水地区の需要量は減少していない状況にあり、近年の取水状況からは

増加の傾向にある。
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流域委員会等における論点

農地面積が減少する一方、用排水の分離、営農形態の変化、地下水への
浸透による減水深の増加などがあり、また、末端農地に配水するための水路内
の水位維持も必要とされている。

今後、さらに適正な見直しを行う。

【農業用水】

○「農地も半減しているので、取水量を大幅に減らすべき。」
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